
変更を伴う工事予定はありません。

電力需給契約書(案)第10条のとおりです。

電力需給契約書(案)第11条のとおりです。

対象2施設とも東北電力株式会社様です。

請求書に契約者と同じ代表者(又は受注者)の押印

が必要ですので、対応できません。

電力需給契約書(案)第2条のとおりです。

条文の変更・追加は認めません。

また、承諾書の提出は出来ません。

電力需給契約書(案)第5条と同義のため、変更は

不要です。

発注者への通知に関する事務の流れ、計量結果

の別途報告不可及び検査合格後の請求書再発行

不可については、了承します。



(前頁に回答記載)

条文の追記はできません。

電力需給契約書(案)第16条のとおりです。

『(発注者の任意解除権)』として記載のとおり

です。




